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職種「事務」職務名「ＩＣＴ」の任用・給与制度について（案） 

 
 
Ⅰ 趣旨 

 

 国のデジタル庁創設や自治体のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

推進などの最近の動向を踏まえ、特別区における行政のデジタル化の実現に向

けて、ＩＣＴ人材の確保を図るため、職種「事務」職務名「ＩＣＴ」を新設す

ることに伴い、任用制度及び給与制度を以下のとおりに定める。 
 
Ⅱ 任用制度 

 
１ 職名等 

 

（１） 職種・職務名 
   職種表に職種「事務」職務名「ＩＣＴ」を新設し、職務分類基準（Ⅰ）を

適用する。 
 

 
 
 
 
 
（２） 標準的な職 

   職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 
 
 （３） 標準職務遂行能力 
   職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区
分 

職 種 職務名 主な職務内容の表示 

事
務
系 

事務 
一般事務 一般行政事務の職務 

ＩＣＴ 情報通信技術に関する事務の職務 
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２ 採用 

 

採用資格基準 

 

職種「事務」職務名「ＩＣＴ」の採用資格基準については、日本国籍を有す

る者で、当該職の任用予定日の前日において下表の要件を満たすこととする。  

 

採用 
区分 

受 験 年 齢 、 方 法 等 

年  齢 経験・資格・免許 方法等 

Ⅰ類 

職種「事務」

職務名「一般事

務」と同様とす

る。 

 

特別区人事
委員会におい
て定める。 

経験者Ａ 

<１級職> 

民間企業等における業務従事歴が、試験受
験日の属する年度の末日において、直近10年
中４年以上ある者。 

業務従事歴は、当該職務名に関係のあるも
のとする。 

また、１つの民間企業等での継続した４年
以上の経験を有すること。 

経験者Ｂ 

<主 任> 

民間企業等における業務従事歴が、選考受
験日の属する年度の末日において、直近14年
中８年以上ある者。 

業務従事歴は、当該職務名に関係のあるも
のとし、１年以上の期間について、複数のも
のを通算できる。 

ただし、そのうち１か所について連続４年
以上の経験を有すること。 

経験者Ｃ 

<係長級> 

民間企業等における業務従事歴が、選考受
験日の属する年度の末日において、直近18年
中12年以上ある者。 

業務従事歴は、当該職務名に関係のあるも
のとし、１年以上の期間について、複数のも
のを通算できる。 

ただし、そのうち１か所について連続４年
以上の経験を有すること。 

※ 経験者Ｃ<係長級>については、当分の間の採用区分とする。 

 

※ 民間企業等における業務従事歴の対象とする期間については、満 22 歳 

に達した日の属する年度の翌年度の４月１日以降の期間に限る。 

 

※ 民間企業等における業務従事歴の対象とする業務の内容については、 

特別区人事委員会が定める。 
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３ 昇任 

 

 （１） 昇任資格基準 

 

  職種「事務」職務名「ＩＣＴ」の昇任資格基準については、当該職の任用予 

定日の前日において下表の要件を満たすこととする。 

 

職
務
の
級 

２級職 ３級職 ４級職 ５級職 ６級職 

受
験
資
格 

職種「事務」職務名「一

般事務」と同様とする。 

【Ⅰ類】 

２級職以上６年以上、55 歳未満 

〔経験者Ｃ<係長級>採用〕 

３級職以上２年以上、55歳未満 

 

【Ⅱ類】 

職種「事務」職務名「一般事務」

と同様とする。 

職種「事務」

職務名「一般

事務」と同様

とする。 

 

 
（２） 任用資格基準 
 

  職種「事務」職務名「ＩＣＴ」の職員を上位の職務の級に任用するために必

要な最低資格年数は、下表に定めるとおりとする。 
  この場合において、表に掲げる数字は、当該職務の級に任用されるための最

低資格年数で、それぞれ直近下位の職務の級における必要在職年数を示す。 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 

 

 

※ 管理職選考「Ⅰ類」の合格者の、４級職への任用資格については、 
表に掲げる資格年数にかかわらず、３級職の在職年数を２年とする。 

 

      職務の級  
 
 採用区分 

１ 級職 ２級職 ３級職 ４級職 ５級職 ６級職 

Ⅰ  類 

職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 経験者Ａ〈１級職〉 

経験者Ｂ〈主  任〉 

経験者Ｃ〈係長級〉 － － ０ ７ ２ ６ 
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４ 管理職選考 

 

 職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 

 

 

５ 転職 

 

  職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 

 

 

 ６ 退職 

 

職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 

 

 

７ 人事交流 

 

職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 

 

 

 ８ 再任用 

 

  職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 
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Ⅲ 給与制度 

  

 １ 給料表 

 

  行政職給料表（一）とする。 

 

 ２ 初任給基準 

 

   

 

 
 
 
 
 
 ３ 級別資格基準 

 

試験（選考） 
職務の級 

１級 ２級 ３級 ４級 
Ⅰ類 

職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 経験者Ａ〈１級職〉 
経験者Ｂ〈主 任〉 
経験者Ｃ〈係長級〉 ― ― ０ ７ 

※  管理職選考合格者の４級の欄の適用については、同欄中「７」とあるのは、

「２」とする。 
 
 ４ 諸手当 

 
  職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 

 
 ５ その他の給与制度 

 
   職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 
 
 
Ⅳ 適用時期 

 
 令和５年度からとする。 

試験（選考） 初任給 

Ⅰ類 

職種「事務」職務名「一般事務」と同様とする。 経験者Ａ〈１級職〉 

経験者Ｂ〈主 任〉 

経験者Ｃ〈係長級〉 ３級 33 号給 



 

障害者を対象とする特別区職員採用選考 

における受験資格の改正について（案） 

 

１ 趣旨 

 障害者雇用促進法の趣旨や他団体の状況等を踏まえ、特別区に

おいても障害者の雇用機会を拡大するため、障害者採用選考にお

ける受験上限年齢について見直しを行う。 

 

２ 内容 

選考区分「事務」の受験資格における年齢要件の上限部分につ

いて、現行の 32歳未満から、以下のとおり改正する。 

選考年度 
令和５

年度 

令和６

年度 

令和７

年度 

令和８

年度 

令和９

年度 

令和 10

年度 

令和 11

年度 

令和 12

年度 

令和 13 

年度以降 

年齢要件の 

上限部分 
61 歳未満 62 歳未満 63 歳未満 64 歳未満 65 歳未満 

 

３ 適用時期 

  令和５年度からとする。 
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就職氷河期世代を対象とする採用制度の 

実施期間の延長について（案） 

１ 趣旨 

就職氷河期世代である者の就職機会の拡大及び特別区における

職員構成の均衡を引き続き図るため、就職氷河期世代を対象とす

る採用制度の実施期間を延長する。 

 

２ 内容 

就職氷河期世代を対象とする採用制度の実施期間を２年間延長

する。 

 

３ 適用時期 

令和５年度からとする。 
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定年引上げに伴う昇任資格基準の改正について（案） 
 

１ 趣旨 

地方公務員法改正による定年引上げを受け、高齢期職員のモラール維持

及び意欲と能力のある高齢期職員の活用を図るとともに、高齢期職員の多

様な働き方の選択肢を確保するため、昇任資格基準の改正を行う。 
 

２ 内容 

以下の選考等の受験資格における年齢要件の上限部分を、定年引上げに

合わせ、２年に１歳ずつ５歳引き上げる。 

（１）行政系 

年度 

令和 

４年度 

(現行) 

令和 

５ 

年度 

令和 

６ 

年度 

令和

７ 

年度 

令和

８ 

年度 

令和

９ 

年度 

令和

10 

年度 

令和

11 

年度 

令和

12 

年度 

令和 

13 年度 

以降 

主任職 

昇任選考 

【種別Ｃ】 

53 歳未満 54 歳未満 55 歳未満 56 歳未満 57 歳未満 58 歳未満 

係長職 

昇任能力実証 

【種別Ａ･Ｂ】 58 歳未満 59 歳未満 60 歳未満 61 歳未満 62 歳未満 63 歳未満 

課長補佐職 

昇任能力実証  

（注）主任職昇任選考【種別Ｃ】の受験資格における年齢要件の上限部

分については、当分の間、上記に定める年齢に５歳加算する。 
 

（２）技能系・業務系 

年度 

令和 

４年度 

(現行) 

令和 

５ 

年度 

令和 

６ 

年度 

令和

７ 

年度 

令和

８ 

年度 

令和

９ 

年度 

令和

10 

年度 

令和

11 

年度 

令和

12 

年度 

令和 

13 年度 

以降 

技能主任職 

昇任選考 

58 歳未満 59 歳未満 60 歳未満 61 歳未満 62 歳未満 63 歳未満 
技能長職 

昇任選考 

統括技能長職 

昇任選考 
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（３）幼稚園教育職員 

年度 

令和 

４年度 

(現行) 

令和 

５ 

年度 

令和 

６ 

年度 

令和

７ 

年度 

令和

８ 

年度 

令和

９ 

年度 

令和

10 

年度 

令和

11 

年度 

令和

12 

年度 

令和 

13 年度 

以降 

主任教諭選考 60 歳未満 61 歳未満 62 歳未満 63 歳未満 64 歳未満 65 歳未満 

 

３ 適用時期 

令和５年度からとする。 



職員の申告に基づく４週以内の 

変形労働時間制適用職員の給与の取扱いについて 

 

１ 趣旨 

職員のワークライフバランスの実現と併せて、生産性高く効率的に業務

を遂行できるよう、現行の変形労働時間制のうち、職員の申告に基づくもの

であって、２に記載の範囲内のものに係る給与の取扱いについて定める。 
 

２ ３に記載の給与上の取扱いに係る範囲 

項目 取扱い 

単位期間 
４週間を超えない範囲内 

なお、年度をまたぐ単位期間は設定しない。 

対象職員 
全職員（育児短時間勤務職員、会計年度任用職員を除

く。） 

対象職場 官庁執務型勤務職場 

コアタイム 
自由に設定可能  

なお、設定なしも可能とする。 

フレキシブルタイム 午前５時から午後 10 時まで 

最低勤務時間 １時間 

週休日 
原則土日  

なお、追加で平日に設けることも可能とする。 

休日における正規の勤務時

間の割振り 

７時間 45 分 

なお、再任用短時間勤務職員については、１日につき

７時間45分を超えない範囲で割り振られた正規の勤

務時間とする。 
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３ 給与上の取扱い 

項  目 内  容 

(１) 

特殊勤務手当（日額）の特定

化に当たっての支給延べ日数

の算出方法 

現行の再任用短時間勤務職員と同様の制

度とする。 

(２) 昇給抑制 

現行制度の取扱いに加えて、正規の勤務

時間が７時間 45 分を超える日の私事欠勤等

及び時間単位の病気休暇については、７時

間 45 分をもって 1日とする。 

(３) 
勤勉手当の欠勤等日数(時間

単位の私事欠勤等) 

現行の再任用短時間勤務職員と同様の制

度とする。 

(４) 勤勉手当の減額率 
 現行の再任用短時間勤務職員と同様の制

度とする。 

(５) 

超過勤務手当の算出方法（あ

らかじめ定められた正規の勤

務時間を超えて勤務した場

合） 

 現行制度の取扱いに加えて、再任用短時

間勤務職員は、フルタイム職員の４週間を

超えない範囲の正規の勤務時間までの時間

に対し支給割合 100/100 の超過勤務手当を

支給する。 

(６) 

超過勤務手当の算出方法（あ

らかじめ定められた１週間の

正規の勤務時間を超えて週休

日に正規の勤務時間を割り振

られた場合） 

現行制度の取扱いに加えて、振替後の週

の正規の勤務時間が振替前の週の正規の勤

務時間に満たない場合は、振替前の週の正

規の勤務時間までの時間に対しては支給し

ない。 

なお、再任用短時間勤務職員は１日につ

き 7時間 45 分、１週間につき 38 時間 45 分

に満たない時間に対しては支給しない。 

 

４ 適用時期 

各区における職員の申告に基づく４週以内の変形労働時間制の導入日以

後、適用する。 



会計年度任用職員に係る期末手当支給月数の 

改定時期の見直しについて（案） 

 

１ 趣旨 

会計年度任用職員の任期を一会計年度内に定めている趣旨を踏ま

え、期末手当の支給月数の改定時期に係る見直しを行う。 

 

２ 内容 

会計年度任用職員に係る期末手当支給月数の改定時期について、

常勤職員と同様に「年度内改定」とする取扱いを、「翌年度改定」

とする取扱いに改める。 

 

  現行  改正後 

改 

定 

時 

期 

引上げ・引下げ 

いずれも「年度内改定」 

引上げ・引下げ 

いずれも「翌年度改定」 

 

３ 適用時期 

令和５年度から適用する。 
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